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宮城県へき地診療所運営費補助金交付要綱 
 

（目的） 
第１ 県は、離島、山村等の医療に恵まれない地域住民の医療の確保を図

るため、市町村及び知事が認める者（以下「市町村等」という。）が
行う宮城県へき地診療所運営事業に要する経費について、当該市町村
等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その
交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６
号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定める
ところによる。 

 
（交付対象施設） 

第２ この補助金の交付対象となる施設は、市町村が運営する診療所（以
下「市町村診療所」という。）又は知事の認める者が運営する診療
（以下「民間診療所」という。）であって、次の各号のいずれかに該
当する診療所とする。 
（１）診療所を中心としておおむね半径４ｋｍの区域内に他に医療機

関がなく、その区域内の人口が原則として人口千人以上であり、
かつ、診療所から最寄りの医療機関まで通常の交通機関を利用し
て（通常の交通機関を利用できない場合は徒歩で）３０分以上要
するもの 

（２）離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定に
よる指定地域で、かつ医療機関のない離島のうち、人口が原則と
して３００人以上千人未満の離島にあるもの 

（３）無医地区等の診療所で、知事が適当と認めたもの 
 

（交付額の算定方法） 
第３ この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算

出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額
とする。 
（１）「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金

交付要綱」（令和６年１０月２４日付け厚生労働省発医政１０２
４第３号厚生労働事務次官通知別添｡以下「国交付要綱」とい
う｡）４.（１）①ウの表の第１欄に定める種目ごとに同表第２欄
に定める基準額と同表第３欄に定める対象経費の実支出額とを比
較していずれか少ない方の額を選定する。 

（２）前項により種目ごとに選定された額の合計額から診療収入を控
除した額と、総事業費から診療収入その他の収入額を控除した額
とを比較していずれか少ない方の額に３分の２を乗じて得た額を
交付額とする。 

 
（交付の申請） 

第４ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は別記様式
第１号によるものとし、その提出期限は知事が別に定める日とする。 

 
（交付申請に係る添付書類） 

第５ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければ
ならない書類は次のとおりとする。 
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（１）事業計画書様式第１号の１ 
（２）所要額調書様式第１号の２ 
（３）所要額明細書様式第１号の３ 
（４）基準額算出調書様式第１号の４ 
（５）市町村診療所にあっては当該事業に係る歳入歳出予算（見込）

書の抄本 
（６）民間診療所にあっては収入支出（見込）書（当該年度の４月１

日から翌年３月３１日までのもの） 
（７）その他参考となる書類 

 
（変更申請書） 

第６ この補助金の交付決定後の事情の変更により内容を変更して補助金
の変更申請を行う場合には、別記様式第１号に準じて行うものとし、
その提出期限は知事が別に定める日とする。 

 
（変更申請に係る添付書類） 

第７ 前項の補助金の変更交付申請書に添付しなければならない書類は、
第５の各号に掲げる書類を準用するものとする。 

 
（交付の条件） 

第８ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 
（１）補助事業に要する経費の配分の変更及び補助事業の内容を変更

する場合においては、知事と協議することとし、その結果、当該
変更を重要な変更と知事が認める場合においては、当該変更に係
る知事の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認
を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難とな
った場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受ける
こと。 

（４）交付された補助金は、損益計算書上の給与費、材料費、経費及
び研究研修費に充当すること。 

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の機械及び器
具については、知事の承認を受けないでこの補助金交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはなら
ない。 

（６）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場
合にはその収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

（７）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、
事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとと
もに、その効率的な運営を図ること。 

（８）補助金と事業に係る証拠書類等の管理については次によるもの
とする。 

イ 市町村診療所にあっては、補助金と事業に係る予算及び決算
との関係を明らかにした別記様式第３号による調書を作成し、
これを事業完了後５年間保管しなければならない。 

ロ 民間診療所にあっては、事業に係る収入及び支出を明らかに
した帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、
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かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管しておか
なければならない。 

（９）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金
に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合
には、別記様式第４号により速やかに知事に報告しなければなら
ない。 

なお、知事に報告があった場合においては、当該仕入控除税額
の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 
（実績報告） 

第９ 規則第１２条第１項による補助事業実績報告書の様式は、別記様式
第２号によるものとし、その提出期限は、知事が別に定める日とする。
ただし、第８第２号の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた
場合は、当該承認を受けた日から１か月を経過した日とする。 

 
（実績報告書に係る添付書類） 

第 10 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しな
ければならない書類は次のとおりとする。 
（１）事業実績報告書様式第２号の１ 
（２）実績額精算書様式第２号の２ 
（３）実績額明細書様式第２号の３ 
（４）基準額算出調書様式第２号の４ 
（５）市町村診療所にあっては歳入歳出決算（見込）書の抄本 
（６）民間診療所にあっては決算（見込）書（当該年度の４月１日か

ら翌年３月３１日までのもの） 
（７）その他参考となる書類 

 
（補助金の交付方法） 

第 11 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付す
るものとする。ただし、知事が必要と認めるときは、規則第１５条た
だし書きの規定により概算払の方法により交付することができるもの
とし、その様式は別記様式第５号によるものとする。 

 
（書類の提出部数） 

第 12 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、それぞれ１部
とする。 

 
 

附則 
１ この要綱は、昭和６２年３月２３日から施行し、昭和６１年度予算に

係る補助金に適用する。 
２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が

成立した場合に、当該補助金にも適用する。 
 

附則 
１ この要綱は、昭和６２年８月２０日から施行し、この要綱による改正

後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、昭和６２年度予算
に係る補助金から適用する。 
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２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、昭和６３年８月３０日から施行し、この要綱による改正
後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、昭和６３年度予算
に係る補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成２年１月５日から施行し、この要綱による改正後の
へき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成元年度予算に係る
補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成２年１１月５日から施行し、この要綱による改正後
のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成２年度予算に係
る補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成３年１１月１１日から施行し、この要綱による改正
後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成３年度予算に
係る補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成５年１１月２９日から施行し、この要綱による改正
後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成５年度予算に
係る補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成６年１２月１４日から施行し、この要綱による改正
後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成６年度予算に
係る補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成７年１２月７日から施行し、この要綱による改正後
のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成７年度予算に係
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る補助金から適用する。 
２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が

成立した場合に、当該補助金にも適用する。 
 

附則 
１ この要綱は、平成８年７月１７日から施行し、この要綱による改正後

のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成８年度予算に係
る補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成９年１１月１２日から施行し、この要綱による改正
後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成９年度予算に
係る補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成１０年９月１６日から施行し、この要綱による改正
後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成１０年度予算
に係る補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成１３年１２月２８日から施行し、この要綱による改
正後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成１３年度予
算に係る補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成１５年７月２４日から施行し、この要綱による改正
後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成１５年度予算
に係る補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成１６年６月１０日から施行し、この要綱による改正
後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成１６年度予算
に係る補助金から適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用する。 

 
附則 

１ この要綱は、平成１７年８月２２日から施行し、平成１７年度予算に 
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係る補助金から適用する。 
２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が 
成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。 
 

附則 
１ この要綱は、平成１９年２月１５日から施行し、この要綱による改正

後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成１８年度予算
に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。 

 
附則 

１ この要綱は、平成２１年４月２２日から施行し、この要綱による改正
後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成２１年度予算
に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。 

 
附則 

１ この要綱は、平成２３年６月２０日から施行し、この要綱による改正
後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成２３年度予算
に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。 

 
附則 

１ この要綱は、平成２６年１月８日から施行し、この要綱による改正後
のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成２５年度予算に
係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。 

 
附則 

１ この要綱は、平成３０年８月３１日から施行し、この要綱による改正
後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、平成３０年度予算
に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。 
 

附則 
１ この要綱は、令和３年１月２７日から施行し、この要綱による改正後

のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、令和２年度予算に係
る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。 
 

附則 
１ この要綱は、令和３年１２月１７日から施行し、この要綱による改正
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後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、令和３年度予算に
係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。 
 

附則 
１ この要綱は、令和４年９月２８日から施行し、この要綱による改正後

のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、令和４年度予算に係
る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。 
 

附則 
１ この要綱は、令和６年１０月３０日から施行し、この要綱による改正

後のへき地診療所運営費補助金交付要綱の規定は、令和６年度予算に
係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が
成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。 
 
 


